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はじめに 

 

近年、地域における人口減少や社会環境 

の変化などを背景に、空家数が年々増加して 

いく傾向にあります。 

本村におきましても、空家等の問題が顕在化しており、特に、適切な管

理がなされていない空家等は、防災・防犯上の問題や景観の保全などの

面から村民生活に大きな影響を及ぼし、ひいては地域の活力を失うことに

つながりますので、一刻も早い対策が求められています。 

こうしたことから、住みよい地域環境を確保し、将来にわたり活力ある社

会を維持していくため、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進

する「東海村空家等対策計画」を策定しました。 

今後はこの計画に基づき、村民の皆様や自治会の方々などと連携しな

がら、空家問題の解消に向けた取り組みを進めてまいりますので、皆様方

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 平成２９年５月      

                      東海村長 
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第１章 計画の趣旨 

１ 計画策定の背景                       

 

近年，地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化，社会的ニー

ズの変化及び産業構造の変化等に伴い，居住その他の使用がなされていな

い空家等が年々増加しています。 

これらの中には，適切な管理が行われていない「空家等」が年々増加して

おり，結果として安全性の低下，公衆衛生の悪化や景観の阻害等多岐にわた

る問題を生じさせ，地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているもの

があり，今後，空家等が増加すれば，それらがもたらす問題が一層深刻化す

ることが懸念されています。 

このような中，空家等がもたらす問題に総合的に対応するために，平成２

６年１１月には空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号）（以下「法」という。）が公布され，平成２７年５月２６日に全

面施行されました。 

これらの背景を踏まえ，東海村における空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に実施し，地域住民の生命，身体又は財産を保護することにより，

生活環境の保全を図るとともに，空家等の活用を促進することにより，地域

の活性化に資することを目的として計画を策定するものです。 
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２ 計画の位置付け                       

 

東海村空家等対策計画は，法第６条の規定に基づき，空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針に即したものとして

策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に 

実施するための基本的な指針 

 

東海村 

東 海 村 空 家 等 対 策 計 画 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則（制定予定） 

 

 

 

庁内関連計画 

東海村第５次総合計画 

総合的かつ計画的な自治体運営を図ること等を目的として定めるものであり，東海村

における最上位の計画。 

東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略 

人口減少問題に取り組み，将来にわたり活力ある東海村を維持していくための計画。 

東海村人口ビジョン 

本村における人口の現状を分析し，人口に関する認識を村民と共有し，今後目指す

べき将来の方向と将来展望を提示するもの。 

東海村都市計画マスタープラン 

都市計画の視点からまちづくりの基本的方針を示すものです。 

ほか 

東海村地域福祉計画 

地域住民の意見を十分に反映させながら主体的に策定する計画であり，地域福祉を

総合的に推進する上で，大きな柱となるものです。 
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第２章 空家の現状と課題 

１ はじめに                          

 

この章では，住宅・土地統計調査等各種データに基づき，空家の現状と課

題についてまとめています。 

住宅・土地統計調査は，住戸（住宅及び住宅以外で人が居住する建物）に

関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況，その他の住宅等

に居住している世帯に関する実態を調査し，その現状と推移を全国及び地

域別に明らかにすることにより，住生活関連諸施策の基礎資料を得ること

を目的とし，総務省統計局が，昭和２３年以来５年ごとに実施しているもの

です。 

なお，調査方法は抽出調査であり，実際の数との差異があります。 

また，住宅・土地統計調査における空家の定義は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 概 要 

二次的 

住宅 

別荘 
週末や休暇時に避暑・保養などの目的で使用される住宅でふだんは人が住

んでいない住宅 

その他 
ふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊りするな

ど，たまに寝泊りしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず，賃貸のために空家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず，売却のために空家になっている住宅 

その他の住宅 

上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住

世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すこと

になっている住宅など（注：空家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

住宅・土地統計調査 用語の解説より 

建築中 

一時現在者のみ 

空 家 

二次的住宅 

賃貸用の住宅 

売買用の住宅 

その他の住宅 

住 宅 居住世帯のある住宅 

居住世帯のない住宅 
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２ 人口・世帯                         

 

（１） 人口・世帯の推移                                      

 

東海村の人口は，昭和３０年の村制施行当時，人口１１，５８３人，世帯

数１，８８０世帯，１世帯あたりの人員６．１６人でしたが，人口及び世帯

数ともに増加し続け，平成２７年の国勢調査では，人口３７，７１３人，世

帯数１４，４９４世帯となっています。 

１世帯あたりの人員は，昭和５５年には４人を下回り，平成８年には３人

を下回り，平成２７年は，２．６０人となっています。 

 

 

 

＜資料：国勢調査＞ 
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（２） 地区別人口数の推移                                     

 

平成１３年から平成２８年における本村の地区別人口は，宅地開発が進

んだことから，人口が増加した地区として，須和間地区，船場地区，駅東地

区が見られるものの，その他の地区においては人口が減少しております。な

お，減少数が多い地区は，照沼地区，東海地区,白方中央地区となっており

ます。 

＜資料：住民基本台帳 単位（人）＞ 

地区名 

（大字名） 

H22 

（A） 

H24 

 

H26 

 

H28 

（B） 

増減数 

(B)-(A) 

率 

(B)÷(A) 

村松 7,573 7,726 7,671 7,657 84 101.1% 

白方 2,613 2,692 2,698 2,748 135 105.1% 

豊岡 768 770 807 788 20 102.6% 

照沼 1,030 965 924 865 ▲165 83.9% 

須和間 3,837 3,958 4,074 4,151 314 108.1% 

船場 1,641 1,738 1,905 1,926 285 117.3% 

石神外宿 1,961 1,971 1,926 1,897 ▲64 96.7% 

石神内宿 2,701 2,702 2,749 2,708 7 100.2% 

竹瓦 248 239 227 225 ▲23 90.7% 

亀下 546 534 519 523 ▲23 95.7% 

舟石川 3,869 3,884 3,821 3,860 ▲9 99.7% 

駅西※1 2,130 2,229 2,158 2,095 ▲35 98.3% 

村松北※2 1,281 1,295 1,275 1,259 ▲22 98.2% 

豊白 1,361 1,365 1,357 1,390 29 102.1% 

白方中央※3 1,947 1,943 1,858 1,872 ▲75 96.1% 

東海※4 2,443 2,430 2,399 2,267 ▲176 92.7% 

駅東※5 1,796 1,931 2,117 2,143 347 119.3% 

合 計 37,745 38,372 38,485 38,374 629 101.6% 

 ※1 舟石川駅西１丁目～４丁目 ※2 村松北１丁目～２丁目 ※3 白方中央１丁目～２丁目   

※4 東海１丁目～３丁目 ※5 舟石川駅東１丁目～４丁目 
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（３） 将来人口推計                                        

 

本村の将来人口は，東海村人口ビジョンの村独自推計（社人研推計準拠）

によると，平成３７年をピークに人口が減少傾向に入るものとみられてい

ます。 

 

＜資料： 東海村人口ビジョン＞ 

項目 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 

人口総数 37,438 37,876 38,350 38,469 38,328 38,055 37,752 37,361 36,809 

年少 

（0～14 歳）

人口 
6,280 6,208 5,882 5,482 5,105 4,973 4,988 4,978 4,866 

構成比 16.77% 16.39% 15.34% 14.25% 13.32% 13.07% 13.21% 13.32% 13.22% 

生産年齢 

（15～64 歳）

人口 
23,502 22,815 23,024 23,422 23,403 22,513 21,064 20,324 19,979 

構成比 62.78% 60.24% 60.04% 60.88% 61.06% 59.16% 55.79% 54.40% 54.28% 

老年 

（65 歳以上）

人口 
7,656 8,853 9,443 9,566 9,819 10,568 11,701 12,059 11,964 

構成比 20.45% 23.37% 24.62% 24.87% 25.62% 27.77% 30.99% 32.28% 32.50% 

75 歳以上

人口 
3,069 3,924 5,031 5,893 6,037 5,820 5,916 6,590 7,583 

構成比 8.20% 10.36% 13.12% 15.32% 15.75% 15.29% 15.67% 17.64% 20.60% 
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３ 住宅総数と空家数の現状                   

 

（１） 住宅総数と空家数等                                   

 

平成２５年住宅・土地統計調査の住宅総数は，１５，４９０戸で，普通世

帯数*（１３，４８０世帯）を上回る状況になっています。 

空家数は，２，０５０戸（１３．２３％）となっており，前回調査（平成

２０年）に比べ，２９０戸増加し，空家率は１．３４ポイント増加していま

す。 

＜資料： 住宅・土地統計調査＞ 

区分 

Ｈ２５ Ｈ２０ 
空家率

増減 
住宅総数 

（戸） 

空家数 

（戸） 

空家率 

（％） 

住宅総数 

（戸） 

空家数 

（戸） 

空家率 

（％） 

全国 60,628,600 8,195,600 13.51 57,586,000 7,567,900 13.14 0.37 

茨城県 1,268,200 184,700 14.56 1,223,800 178,400 14.57 △0.01 

東海村 15,490 2,050 13.23 14,790 1,760 11.89 1.34 

北茨城市 19,180 2,570 13.39 19,840 2,990 15.07 △1.68 

高萩市 12,540 1,370 10.92 13,220 1,740 13.16 △2.24 

日立市 93,600 17,130 18.30 89,110 12,750 14.30 4.00 

常陸太田市 21,280 2,220 10.43 22,640 2,440 10.77 △0.34 

常陸大宮市 17,970 2,560 14.24 16,850 1,410 8.36 5.88 

ひたちなか市 68,280 7,770 11.37 62,360 7,190 11.52 △0.15 

大洗町 7,540 1,360 18.03 7,510 960 12.78 5.25 

那珂市 20,910 2,250 10.76 20,210 1,300 6.46 4.30 

水戸市 137,830 22,190 16.09 132,010 25,120 19.02 △2.93 

茨城町 11,910 1,280 10.74 11,760 980 8.33 2.41 

城里町 8,260 720 8.71 7,550 680 9.00 △0.29 

笠間市 31,180 3,870 12.41 31,350 4,270 13.62 △1.21 

※「普通世帯」とは，住居と生計をともにしている家族などの世帯をいう。家族と一緒に間借りや同居している

世帯及び一人で一戸を構えて暮らしている世帯も「普通世帯」とした。主世帯は，すべて「普通世帯」である。

住宅に住む同居世帯や住宅以外の建物に住む世帯の場合は，家族と一緒に住んでいたり，寮・寄宿舎の管理人の

世帯であれば「普通世帯」とした。＜住宅・土地統計調査 用語の解説より＞ 
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（２） 空家等の現状                                        

 

本村の空家率は，平成１０年の調査（８．３％）以降上昇し続けており，

全国平均に迫りつつあります。茨城県平均は下回っていますが，直近５年間

の伸び率は全国及び茨城県平均を上回っています。 

＜資料： 住宅・土地統計調査＞ 

区分 H10 H15 H20 H25 (H25)-（H20） 

全国 11.47 12.23 13.14 13.51 0.37 

茨城県 12.15 12.91 14.57 14.56 △0.01 

東海村  8.30 10.79 11.89 13.23 1.34 

（単位：％） 

 

（３） 住宅・土地統計調査による住宅の建築時期と腐朽・破損の状況         

 

本村における平成２５年調査の居住世帯のある住宅のうち，昭和５６年

（新耐震基準施行）以前に建築された住宅は，２，９７０戸，全体の２２．

１６％となっています。 

＜資料：平成25年 住宅・土地統計調査＞ 

区分 総数 

建築の時期 

S35 

以前 

S46 

～ 

S55 

S56 

～ 

H2 

H3 

～ 

H12 

H13 

～ 

H17 

H18 

～ 

H22 

H23 

～ 

H27 

総数 13,400 1,100 1,870 2,160 2,980 1,470 1,980 1,420 

 
持ち家 9,770 840 1,660 1,630 2,040 880 1,550 1,140 

借家 3,380 260 210 530 950 590 430 270 

腐朽・破損あり 200 70 30 50 40 - 10 - 

 
持ち家 160 60 10 40 40 - 10 - 

借家 40 10 10 10 - - - - 

腐朽・破損なし 13,210 1,030 1,850 2,110 2,950 1,470 1,970 1,420 

 
持ち家 9,610 780 1,650 1,600 2,000 880 1,540 1,140 

借家 3,350 250 200 510 950 590 430 270 

（単位：戸） 

※統計表の数値は，表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。 
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４ 取組みの方向性                         

 

（１） 空家等を発生させない取組の推進                            

 

空家等の問題に対し，効果的に取り組むにあたっては，現存する空家等に

行政として適切に対応していく必要がありますが，これ以上，空家等を増や

さないという考え方に立って，空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」

という。）に対する管理手法の周知・啓発など，発生を抑制するために取り

組んでまいります。 

 

（２） 空家等に対する効果的な規制の実施                         

 

村民生活の安全・安心を確保する観点から，空家等が近隣住民に悪影響を

及ぼさないよう，現行法令に基づく取組みはもとより，「空家等対策の推進

に関する特別措置法」や「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針」を踏まえながら，適切に対応してまいります。 

 

（３） 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進                

 

空家等及び除却した空家等に係る跡地は，所有者等の財産であることは

もちろん，地域においても活性化につながる有効な資産です。 

地域社会の活性化及び都市機能の向上にもつながることから，所有者等

に対し，有効活用等を促していきます。 
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第３章 空家等対策に係る基本的な方針等 

１ 基本的な方針                        

 

（１） 良好で快適に暮らせるまち                                    

 

適切な管理がなされていない空家等は，樹木・雑草等の繁茂により良好な

景観が阻害されるだけでなく，害虫・害獣の発生により環境が悪化し，地域

の活力も失われることにつながります。 

空家等の適切な管理を促進するとともに，空家等の発生そのものを抑制

することに重点を置き，良好で快適に暮らせるまちを目指します。 

 

（２） 安全・安心に暮らせるまちづくりの推進                         

 

適切な管理がなされていない空家等は，火災等の防災上の問題や，ごみの

不法投棄や不法侵入等による，防犯上の問題が発生します。また，空家等の

老朽化により，外壁の崩落や屋根の飛散，建物の倒壊等も懸念されます。 

空家等の情報を基に，地域住民や関係機関との連携を図りながら，村民が

安全・安心に暮らすことができるまちづくりを推進します。 

 

（３） 空家等を活用した地域福祉の促進                                 

 

空家等が適切に管理されず放置されると，次第に住宅としての利用が難

しい状態となってしまいます。空家等を資産として捉え，地域として利活用

を検討し，新しい価値を創造するという視点からも，空家等の問題に取り組

みます。 
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２ 対象地区                          

 

空家等に関する対策の対象とする地区は，東海村内全域とします。 

 

対象地区：村内全域 

 

※空家等に関する調査等の結果，他の地区と比べ，著しく空家率が高い等の理由により，空家等に関

する対策を重点的に推し進める必要がある地区がある場合は，重点地区と定めることとします。 

 

３ 対象とする空家等の種類                   

 

本計画で対象とする空家等の種類は，法第２条第１項※に規定する「空家

等」のうち，建物については，主に一戸建ての住宅を対象とします。 

 

一戸建ての住宅を対象 

 

※「空家等」（法第２条第１項）とは，建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使

用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む。）をいう。（以下略） 

 

４ 計画期間                          

 

本計画の期間は，５年間とします。 

なお，本計画は，継続して適正な進行管理を行うとともに，各種施策の実

施による効果や社会状況の変化等により，必要に応じて見直しを図るもの

とします。 

 

計画期間：平成２９年度から平成３３年度まで 
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５ 空家等の調査                   

 

（１） 空家等の実態調査                                    

 

平成２８年度に村内全域を対象をする実態調査を行い，一定の把握を行

いました。村内全域を対象とする調査は，今後必要に応じて実施していくも

のとします。 

 

（２） 空家等の外観等調査                                      

 

空家等の状況を把握するため，外観調査を実施します。また，空家等に該

当するか否かを確認するために，水道の閉栓状況等についても調査します。 

 

（３） 台帳の整備                                         

 

 現地調査などによって収集した情報については，台帳を作成し，必要に応

じて関係各課と情報共有を図りながら，適切な管理を行います。 

 

 

６ 空家等の所有者等による適切な管理の促進           

 

空家等は，所有者等の財産であることから，所有者等において周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう，適正な管理に努める義務があります。その

ためには，空家等の所有者等としての責任を理解してもらうための意識啓

発が重要です。 

ただし，所有者等が死亡又は不明な場合もあることから，こうした場合に

は，法に基づき，村において調査し，相続人等の空家等の適正管理を行う義

務者を特定し，的確な指導・助言を行うなど，空家等の適正管理を促します。 

なお，義務ある者が，助言・指導，勧告及び命令に従わない場合には，法

に基づく行政代執行を含めて村が所有者等に代わり，危険性を除去するこ

とも検討します。 
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７ 空家等及び跡地の活用の促進              

 

空家等及び除却した空家等の跡地は，所有者等の財産であることはもち

ろん，地域においても活性化につながる有効な資産です。 

所有者等に対し，有効活用や市場流通を促すことにより，地域社会の活性

化及び都市機能の向上にもつながります。 

このため，村において，空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用につ

ながる施策を検討することとします。 

 

 

８ 特定空家等に対する措置・対処に関する事項            

 

（１） 基本的方針                                          

 

空家等のうち，特定空家等※に該当するおそれがあるものについては，速

やかな改善が求められることから，早期に助言又は指導を行うことが必要

です。 

このため，特定空家等に該当するか否かの判断にかかわらず，村は，空家

等の所有者等に対し，除却，修繕，樹木・雑草の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとるよう，助言又は指導を行い，早期に解

決が図られるように努めます。 

 

※「特定空家等」(法第２条第２項)とは，そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われていないことによ

り著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切

である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

（２） 特定空家等の判断基準                                   

 

空家等が特定空家等に該当する否かを判定する基準は，「『特定空家等に

対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」

に定める内容を基本とします。 
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（３） 東海村空家等対策協議会の関与                             

 

特定空家等に対する措置の状況については，「東海村空家等対策協議会」

に報告するものとします。 

また，特定空家等に対し，指導・助言，勧告，命令，行政代執行を行う場

合には，あらかじめ，協議会の意見を聴くものとします。 

 

（４） 緊急安全措置                                         

 

空家等が危険となることが切迫し，かつ，当該空家等の所有者等が判明し

ないときは，近隣住民等の安全確保や，危険な状態となることを防止するた

め，村は必要最低限の措置を講ずるものとします。 

 

（５） 特定空家等に対する措置の流れ                             

 

特定空家等に対する措置の流れは，１５ページの図のとおりです。 

なお，法に基づく「勧告」を行うことにより，固定資産税の住宅用地の特

例が解除されます。 

 

参考 固定資産税の住宅用地の特例 

住宅用地の 

区分 
住宅用地区分の範囲 

特例率 

固定 

資産税 

都市 

計画税 

小規模 

住宅用地 

面積が200㎡以下の住宅用地（200㎡を超

える場合は１戸当たり200㎡までの部分） 
１／６ １／３ 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 １／３ ２／３ 

アパート・マンション等の場合は，戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となる。 

併用住宅の場合は，建築の構造，階数，住宅としての利用部分の割合により，住宅用地となる面積が異なる。 
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（６） 特定空家等に対する措置のフロー                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の情報提供 

職員によるパトロール 

所有者の調査 

現地調査 

空家等の判断 

所有者への 

注意・喚起 

特定空家等の判断 

緊急安全措置 

助言・指導 

勧  告 

命  令 

代 執 行 

再指導 

税解除 

過料 

東海村 

空家等対策協議会 

 

※所有者が特定できない場合は 

継続調査 

緊急時 

管理不十分と判断 

意見・助言 

意見・助言 

特定空家と判断 

通報者等に 

状況説明 

管理不十分とはいえない空家 

意見・助言 

意見・助言 

意見・助言 

意見・助言 

費用の徴収 
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９ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項      

 

空家等になる原因は，所有者等の状況により，様々なケースが考えられま

す。また，所有者や管理者だけでは解決できない課題も多く，高い専門性が

要求されることから，関係機関との連携の上，対策を講ずることが必要です。 

このため，所有者等に対して空家等の活用・除却等についての情報を提供

できるよう相談体制を整備します。空家等対策の推進のため，弁護士会，司

法書士会，土地家屋調査士会，建築士会，宅地建物取引業協会等の関係団体

には，村が実施する空家等対策事業に対する支援を期待するとともに，相互

に連携を図りながら，空家等の問題に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家問題

雑草・防犯・防火

相続・登記・解体

利活用等

相談窓口

都市整備課

（庁内連携）

専門家団体

専門知識

情報

アドバイス

関係機関

専門知識

情報

アドバイス

弁護士会 

司法書士会 

宅地建物取引業協会 

土地家屋調査士会 

建築士会 

警察 

消防 

法務局 

福祉 

地域住民 

連携 

連携 連携 

住 民 所有者 
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10 空家等に関する対策の実施体制に関する事項          

 

（１） 実施体制                                           

 

空家等に関する対策に係る事務の主管部局は，建設農政部都市整備課と

します。また，空家などの問題となる要因は様々であり，その要因に応じ

た専門の部署が対応することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 東海村空家等対策協議会                                 

 

東海村空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

め，会長を村長とし，１０人以内の委員で構成する東海村空家等対策協議会

を組織します。 

企画経営課 ・人口減少問題 

総務課 

税務課 

環境政策課 

・法令チェック 

・地域との連携 

まちづくり推進課 ・空き店舗の情報等 

・納税通知により周知・啓発 

・所有者等の確認 

・蜂の巣や野良猫の棲み処 

・不法投棄 

自治推進課 

福祉保険課 ・地域福祉 

水道課 ・水道使用中止届出時に周知･啓発 

・所有者等の確認 

介護福祉課 ・一人暮らし高齢者情報の支援 

住民課 ・死亡届出時に周知・啓発 

・所有者等の確認 

防災原子力安全課 ・放火防止 

・災害時の被災者用住宅 空家相談窓口 

都市整備課 

・空家等総合相談窓口 

・建築基準法 

（茨城県と連携） 

・都市計画関係 

・実態調査 

・データベース化 

・所有者等の確認 

・道路,公園の安全確保 

・パトロール 

住  民  等 

空家等対策協議会 

相 

談 

連 

携 

報 

告 

庁内にて連携 

（庁内調整会議） 

情報共有 
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第４章 計画の目標と検証 
 

 計画の目標と検証                          

 

現在の社会状況からすると，今後も空家等の増加は避けられない見通し

であると考えます。 

このような中で，村民生活に大きな影響を与える管理不全による危険な

空家等の増加を抑えることが，この計画の目標となります。 

この計画に基づく各施策について，定期的にその効果を検証し，適宜見通

しを行います。また，計画の最終年度には，村内の空家の状況を改めて調査

し，その成果を検証します。 

 

 

 

目標：管理されていない空家数の削減に努めます。 

※管理されていない空家数の実数が把握でき次第，検証を行い必要に応じて目標を設定し直します。 
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第５章 目標を達成するために実施する施策等 
 

１ 空家化の予防                          

 

（１） 専門窓口の設置                                      

 

住民からの相談への対応をはじめ，空家等に関する問題の総合的な窓口

を設置します。空家等の問題に精通した専属の職員や建築士等の資格をも

つ職員を配置し，専門的な視点から指導や助言を行います。 

 

（２） 村民への情報発信                                       

 

空家の所有者・管理者の責務，空家法の概要及び専門家団体窓口の案内を

掲載した資料を作成し，ホームページへの掲載や村役場の窓口，専門家団体

等にて配布することで，適正管理に向けた情報提供・意識啓発を行います。 

また，固定資産税の納税通知を活用し，空家等の適正管理を促すためのお

願い文を送付することや，転出届・死亡届の提出時には相続登記等のチラシ

を配布し周知に努めます。 

 

（３） 住まいの相談窓口との連携                                

 

本村では，身近な場所で，住まいや暮らしに関する総合的な相談や情報提

供ができる窓口として「住まいの相談窓口」を開設しています。 

空家化する前に，専門家団体窓口や茨城県の空き家相談会専門家派遣事

業を案内することで，空家の相続や権利関係の整理，土地・建物の売却・賃

貸や有効活用に向けた空家の所有者や管理者の動きを支援し，空家化を未

然に防ぎます。 
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（４） 木造住宅耐震診断士派遣の実施                              

 

本村では，昭和５６年以前に建築された木造の個人住宅への耐震診断士

派遣事業を行っております。この制度を適切に案内することで，将来的な空

家化の予防に繋げます。 

 

（５） 高齢者ひとり一人への支援に向けた専門家等との連携の検討           

 

今後も増加する高齢者世帯や単身高齢者等に対して，法務や不動産の専

門家等と連携し，早い段階での相続対策や相続登記について相談体制を充

実させることを検討します。 

 

 

２ 管理不全な空家の防止・解消              

 

（１） 継続的な適正管理の注意喚起                           

 

これまでに，指導等を行ってきた空家等の所有者に対して，夏季の樹木・

雑草等の繁茂に関して注意喚起の文書を送付するなど，季節に応じた対応

を行います。 

空家等の所有者が諸事情によりその対応が困難な場合や保安上一刻も早

い対策が必要な状態である場合は，助言及び指導，勧告，命令，代執行によ

り，空家等の適切な管理の促進を図ります。 

 

（２） 空家等の解体ローンの支払い利息の一部助成                    

 

管理不全な状態の空家等で，助言・指導・勧告に従い解体を行う費用を，

金融機関から借り入れた場合の支払利息の一部を助成するための支援策に

ついて検討します。 
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３ 空家等の利活用促進                  

 

（１） 地域福祉向上のための活用支援                                    

 

人口減少からくる様々な地域福祉の課題解決のため，社会福祉法人，民間

事業者等が，空家等を地域福祉向上のための地域サロンとして活用を図れ

るような，支援策について検討します。 

 

（２） 空家バンクについて                                    

 

村内には，多くの不動産事業者が存在しており，中古住宅の仲介等のため

関係法令等の調査が日常的にあります。よって，中古住宅の売買や賃貸が一

般的に行われていると推測されます。 

このため，不動産流通の動向を踏まえ，状況に応じて，不動産関係団体の

ネットワークを通じて外部に情報提供することや，空家バンクの設置につ

いて検討します。 

 

 

４ 除却後の跡地の活用                  

 

（１） 防災広場等としての跡地の活用                              

 

住宅が密集しているエリアにおいて，地震等の原因により火災が発生し

た際，延焼により著しい被害が生ずる恐れがあります。そのため，空家等を

除却し，防災広場等として利用することにより，近隣への延焼を防ぐための

有効な緩衝帯になることも考えられます。空家等の跡地を地域住民が自主

的に有効活用するための支援策について検討します。 

 


